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『
不
動
産
』
は
、
相
続
対
策
に
は
欠
か

せ
な
い
も
の
だ
。
特
に
、
財
産
の
多
く

が
不
動
産
で
あ
る
地
主
さ
ん
や
大
家
さ

ん
に
と
っ
て
、
不
動
産
の
有
効
活
用
は

必
須
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
富
裕
層
に

と
っ
て
は
、
不
動
産
を
正
し
く
相
続
対

策
に
活
用
す
る
事
は
財
産
の
運
用
に
な

る
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ

の
よ
う
な
「
ま
さ
か
」
の
事
態
に
備
え

る
こ
と
も
で
き
る
。“
不
動
産
相
続
対

策
を
制
す
る
者
は
相
続
対
策
を
制
す
＝

財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
”
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
良
い
相
続
対
策
に
は
、
①
争
わ
な
い

た
め
の
遺
産
分
割
（
財
産
の
承
継
）
対

策
、②
相
続
税
の
対
策
、③
納
税
資
金
の

対
策
の
３
つ
、い
わ
ゆ
る
『
相
続
対
策

の
三
原
則
』
が
、
ど
れ
ひ
と
つ
欠
く
事

の
な
く
バ
ラ
ン
ス
良
く
行
う
事
が
必
要

で
あ
る
。
一
方
で
、
多
く
の
方
は
②
の

相
続
税
の
対
策
、
そ
れ
も
、
い
わ
ゆ
る

「
節
税
」だ
け
に
偏
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
の
１
つ
に
、
相
続
対
策
を
実

施
す
る
側
に
相
続
税
を
安
く
し
た
い
と

い
う
強
い
思
い
と
、
そ
こ
に
付
け
入
る

不
動
産
相
続
ビ
ジ
ネ
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー

（
良
い
提
案
者
も
い
れ
ば
、
い
い
加
減

な
提
案
者
、
明
ら
か
に
悪
意
の
あ
る
ヒ

ド
イ
提
案
者
も
）
の
存
在
が
あ
る
。
少

し
で
も
税
金
を
安
く
し
た
い
、
と
い
う

欲
が
あ
る
か
ら
上
手
い
話
に
乗
っ
か
り
、

最
悪
、
相
続
対
策
が
失
敗
、
と
い
う
結

果
と
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、

読
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
正
し
い
不
動
産

相
続
対
策
を
マ
ス
タ
ー
し
て
欲
し
い
。

　
不
動
産
相
続
対
策
は
メ
リ
ッ
ト
が
大

き
い
反
面
、
落
と
し
穴
（
リ
ス
ク
）
も

多
い
の
で
、
そ
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も

良
く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
最
近
の
税
務
リ
ス
ク
に
関
す
る

ニ
ュ
ー
ス
を
紹
介
し
よ
う
。
２
０
２
０

年
６
月
、
東
京
高
裁
が
原
審
（
東
京
地

裁
）
の
判
断
を
支
持
し
、
納
税
者
が
敗

訴
し
た
事
案
で
あ
る
。

　
被
相
続
人
が
生
前
に
購
入
し
た
収
益

不
動
産
２
棟（
東
京
都
杉
並
区
の
マ
ン

シ
ョ
ン
8
億
3
7
0
0
万
円
、神
奈
川
県

川
崎
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン
5
億
5
0
0
0
万

不動産相続対策を
制するものは、
相続対策を制す！

【今号のテーマ】

この不動産対策講座の目的は、
正しい不動産相続対策についての理解を深めていただくことにある。
第1回目の今回は、最近起こった税務リスクに関するニュースと、
不動産相続対策の重要性をあらためて解説していこう。

“
良
い
不
動
産
相
続
対
策
”と
は
？

不
動
産
相
続
対
策
の
落
と
し
穴

高
田
吉
孝
の

不
動
産
相
続
対
策
講
座 

１

相
続
不
動
産
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
第
一
人
者
が
教
え
る
、資
産
家
の
た
め
の
相
続
対
策
の
極
意
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発
想
か
ら
、“
収
入
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

ロ
ー
※
以
下
C
F
）
を
上
げ
る
事
に
よ

り
相
続
か
ら
財
産
を
守
る
相
続
対
策
”

の
発
想
に
頭
を
切
り
替
え
ま
し
ょ

う
！
』
と
提
唱
し
て
い
る
。

　
富
裕
層
の
相
続
対
策
を
考
え
る
際
、

私
は
５
つ
の
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
。『
相
続
対
策
の
三
原
則
』
の
3
つ

の
視
点
だ
け
で
は
不
十
分
だ
か
ら
だ
。

　
三
原
則
に
プ
ラ
ス
し
て
重
視
す
る
４

つ
目
の
視
点
は
『
財
産
の
運
用
と
保

全
』、
5
つ
目
は
『
ま
さ
か
へ
の
備
え
』

で
あ
る
。
こ
の
4
つ
目
の
視
点
『
財
産

の
運
用
（
収
入（
Ｃ
Ｆ
）ア
ッ
プ
）』
に

関
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
金
融
資
産

の
運
用
と
不
動
産
資
産
の
運
用
に
分
け

る
事
が
で
き
る
が
、
相
続
対
策
と
し
て

特
に
重
要
に
な
る
の
が
不
動
産
資
産
の

運
用
“
不
動
産
相
続
対
策
”
で
あ
る
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
良
い
不
動
産
の
所

円
）の
相
続
税
の
評
価
に
つ
い
て
、
課
税

当
局
が
『
特
別
の
事
情
』
が
あ
る
と
し

て
、
納
税
者
が
申
告
し
た
評
価
額
（
財

産
評
価
基
本
通
達
に
よ
る
一
般
的
な
評

価
方
法
）
を
認
め
ず
「
評
価
通
達
６
項
」

を
適
用
し
鑑
定
評
価
に
基
づ
く
評
価
額

と
し
た
こ
と
は
適
法
で
あ
る
、
と
判
断

さ
れ
た
。
本
件
は
東
京
地
裁
で
の
第
一

審
判
決
（
2
0
1
9
年
8
月
）
が
出
た

際
も
新
聞
社
や
週
刊
誌
な
ど
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
高
裁
の
判
断
が
注
目

さ
れ
て
い
た
。

有
（
良
い
不
動
産
の
購
入
や
良
い
土
地

の
有
効
活
用
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
借

入
を
し
す
ぎ
な
い
）」、
そ
し
て
「
法
人

を
徹
底
的
に
活
用
す
る
こ
と
」。

　
土
地
活
用
、
収
益
不
動
産
の
購
入
に

お
い
て
、
世
間
で
は
「
相
続
税
の
節
税
」

を
謳
い
文
句
に
、
業
者
側
の
都
合
に
合

わ
せ
た
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

も
多
い
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
と
は
言

え
、
正
し
い
理
解
の
も
と
、
適
切
な
方

法
と
適
切
な
資
金
計
画
で
不
動
産
を
活

用
す
る
事
で
収
入
（
Ｃ
Ｆ
）
が
ア
ッ
プ
し
、

結
果
と
し
て
財
産
の
評
価
額
が
下
が
る

可
能
性
が
高
い
事
も
事
実
で
あ
る
。

　
不
動
産
の
運
用
に
お
い
て
は「
法
人
」

を
徹
底
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
相
続
税

の
納
税
資
金
対
策
に
も
つ
な
が
り
、
財

産
を
で
き
る
だ
け
減
ら
さ
ず
に
相
続
を

乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
一
審
・
二
審
の
判
決
に
よ
る
と
、
納

税
者
に
相
続
税
額
約
２
億
８
７
０
０
万

円
（
当
初
申
告
額
０
円
）
が
課
さ
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
数
千
万
円
の

過
少
申
告
加
算
税
の
支
払
い
等
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
原
告
・
控
訴
人
で

あ
る
納
税
者
側
は
、
す
で
に
最
高
裁
へ

の
上
告
・
上
告
受
理
申
立
手
続
き
を

行
っ
て
い
る
と
の
事
な
の
で
、
判
決
の

確
定
に
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ

う
だ
。
個
人
的
に
は
本
件
が
最
高
裁
ま

で
争
わ
れ
る
結
果
、「
評
価
通
達
６
項
」

（
特
別
の
事
情
）
の
適
用
要
件
が
明
確

化
さ
れ
る
事
を
期
待
し
て
い
る
。

　
今
回
の
判
決
に
よ
り
、
時
価
と
相

続
税
評
価
に
乖
離
が
あ
る
場
合
に
は

す
べ
て
「
評
価
通
達
６
項
」
が
適
用

さ
れ
、
鑑
定
評
価
額
を
適
用
す
る
と

い
う
事
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
が
、

行
き
過
ぎ
た
相
続
税
対
策
に
な
ら
な

い
よ
う
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
正
し
い
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

を
持
つ
事
が
、
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ

て
き
た
と
言
え
る
。

　
私
は
、
相
続
税
ば
か
り
を
気
に
し
て

失
敗
し
た
事
例
を
数
多
く
み
て
き
た
こ

と
か
ら
、『
節
税
中
心
の
相
続
対
策
の

たかだ・よしたか●相続対策、不動産コンサ
ルティング実績は数百件におよぶ、相続不
動産コンサルティングの第一人者。著書『や
ってはいけない不動産相続対策』（2016
年・実業之日本社）、『After2020年 不動産
オーナー＆都市農家が負動産にしない不動
産相続対策』（2019年日経BP社）ほか、週
刊ダイヤモンド・東洋経済・エコノミストなどの
ビジネス誌、業界紙への寄稿実績多数。

高田氏があなたの資産（不動産）・相続
の悩みに応えます。（読者限定・無料）
※申し込み、詳細は同梱のFAX・郵送シートを
ご確認ください。

相
続
税
の
節
税
重
視
か
ら

「
財
産
を
守
る
」相
続
対
策
へ

株式会社青山財産ネットワークス
執行役員 高田吉孝氏

CFP（1級FP技能士）、
公認不動産コンサルティングマスター、

宅地建物取引士

2009年 1月 杉並区の甲不動産（8億3700万円）を購入（Ｘ氏90歳）
2009年12月 川崎市の乙不動産（5億5000万円）を購入（Ｘ氏91歳）
2012年 6月 被相続人（Ｘ氏94歳）が死亡　相続発生
2013年 3月 乙不動産（川崎市）を売却→相続税申告
2016年 4月 税務署による相続税の更正処分

7月 国税不服審判所へ審査請求→翌5月審査請求を棄却
2017年11月 納税者による訴えの提起
2019年 8月 東京地裁　納税者の請求を棄却、東京高裁へ提訴
2020年 6月 東京高裁　控訴を棄却、最高裁へ上告

評価通達6項において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適
当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と定め
られており、著しく不適当と認められる＝「特別の事情」があると解されている。

次回は、法人活用の具体例を用いて解説していきます。NEXT

評価通達6項を巡る税務訴訟、
東京高裁も納税者敗訴 （2020年6月）

NEWS

資産5億円超の富裕層のための
プレミアム相続対策相談

77 秋号2020


